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○
規
　
　
　
　
　
則

大
分
県
庁
舎
等
管
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

令
和
七
年
十
二
月
二
十
六
日

大
分
県
知
事　
　

佐　
　
　

藤　
　
　

樹　

一　

郎　

大
分
県
規
則
第
六
十
七
号

　
　
　
大
分
県
庁
舎
等
管
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
　

　

大
分
県
庁
舎
等
管
理
規
則
（
昭
和
三
十
八
年
大
分
県
規
則
第
六
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。

　

第
三
条
第
二
項
中
「
も
っ
て
」
を
「
も
つ
て
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

３　

前
項
第
一
号
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
県
庁
舎
本
館
及
び
そ
の
構
内
並
び
に
県
庁
舎
新
館
及
び
そ
の
構

　

内
（
大
分
県
警
察
本
部
の
専
用
部
分
に
限
る
。
第
十
条
に
お
い
て
「
警
察
本
部
専
用
部
分
」
と
い
う
。
）

　

に
お
け
る
秩
序
の
維
持
に
係
る
庁
舎
管
理
責
任
者
は
、
大
分
県
警
察
本
部
長
を
も
つ
て
充
て
る
。

　

第
十
条
中
「
。
）
」
の
下
に
「
及
び
警
察
本
部
専
用
部
分
」
を
加
え
る
。

　

第
一
号
様
式
か
ら
第
六
号
様
式
ま
で
の
規
定
中
「大

分
県
会
計
管
理
局
用
度
管
財
課
長

（地
方
機
関
の
長

）

」
を

「
（庁
舎
管
理
責
任
者

）
」
に
改
め
る
。

　
　
　
附
　
則

大
分
県
警
察
本
部
訓
令
第
38号

警
　
察
　
本
　
部
　

警
　
察
　
学
　
校
　

警
　
　
察
　
　
署
　

　
大
分
県
警
察
庁
舎
等
管
理
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　
令
和
７
年
12月
26日

大
分
県
警
察
本
部
長
　
幡
　
野
　
　
　
徹
　

　
　
　
大
分
県
警
察
庁
舎
等
管
理
規
程

目
次
　
第
１
章
　
総
則
（
第
１
条
－
第
７
条
）

　
第
２
章
　
警
察
庁
舎
等
の
秩
序
の
維
持
（
第
８
条
－
第
11条
）

　
第
３
章
　
警
察
庁
舎
等
の
維
持
管
理
及
び
防
護
対
策
（
第
12条
－
第
15条
）

　
第
４
章
　
雑
則
（
第
16条
）

　
附
則

　
　
　
第
１
章
　
総
則

　
（
趣
旨
）

第
１
条
　
こ
の
訓
令
は
、
別
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
警
察
庁
舎
等
に
お
け
る
秩
序
の
維
持
並
び
に
警
察
庁

　
舎
等
の
維
持
管
理
及
び
防
護
対
策
（
以
下
「
庁
舎
管
理
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
必
要
な
事
項
を
定
め
る

　
も
の
と
す
る
。

　
（
定
義
）

第
２
条
　
こ
の
訓
令
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
と

　
こ
ろ
に
よ
る
。

　
⑴
　
警
察
庁
舎
等
　
本
部
庁
舎
、
本
部
庁
舎
以
外
の
警
察
本
部
の
庁
舎
及
び
事
務
室
、
警
察
学
校
庁
舎
、

　
　
警
察
署
庁
舎
（
交
番
、
駐
在
所
及
び
警
備
派
出
所
（
以
下
「
交
番
等
」
と
い
う
。
）
を
含
む
。
以
下
同

　
　
じ
。
）
並
び
に
こ
れ
ら
の
附
属
工
作
物
（
堀
、
柵
、
樹
木
等
を
含
む
。
）
並
び
に
そ
の
敷
地
を
い
う
。

　
⑵
　
本
部
庁
舎
　
大
分
県
庁
舎
等
管
理
規
則
（
昭
和
38年
大
分
県
規
則
第
69号
）
第
３
条
第
３
項
に
規
定

　
　
す
る
警
察
本
部
専
用
部
分
を
い
う
。

　
⑶
　
所
属
　
大
分
県
警
察
の
組
織
に
関
す
る
規
則
（
平
成
６
年
大
分
県
公
安
委
員
会
規
則
第
１
号
）
第
３

毎
週　

火
曜
日
・
金
曜
日
（
祝
祭
日
に
当
た
る
と
き
は
翌
日
発
行
）　

発
行
人　

大　

分　

県　
　

編
集　

三
恵
印
刷
株
式
会
社　
　

（
定
価　

一
箇
年　

三
万
八
千
八
百
八
十
円
）

（
規
則
・
警
察
本
部
訓
令
）

　

こ
の
規
則
は
、
令
和
八
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

○
警
察
本
部
訓
令
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（
警
察
本
部
訓
令
）

　
　
条
第
１
項
に
規
定
す
る
課
、
所
及
び
隊
、
警
察
学
校
並
び
に
警
察
署
を
い
う
。

　
⑷
　
職
員
　
大
分
県
警
察
に
お
け
る
処
務
に
関
す
る
訓
令
（
昭
和
46年

大
分
県
警
察
本
部
訓
令
第
12号

）
　
　
第
２
条
第
５
号
に
定
め
る
職
員
を
い
う
。

　
⑸
　
事
務
室
等
　
各
所
属
の
事
務
室
、
会
議
室
、
更
衣
室
、
道
場
、
倉
庫
、
車
庫
及
び
駐
車
場
を
い
う
。

　
⑹
　
異
常
事
態
　
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
を
い
う
。

　
　
ア
　
警
察
庁
舎
等
又
は
そ
の
周
辺
に
お
い
て
、
爆
破
又
は
団
体
若
し
く
は
多
衆
に
よ
る
不
法
行
為
が
行

　
　
　
わ
れ
、
又
は
行
わ
れ
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
き
。

　
　
イ
　
警
察
庁
舎
等
又
は
そ
の
周
辺
に
お
い
て
、
災
害
が
発
生
し
、
又
は
発
生
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
と

　
　
　
き
。

　
　
ウ
　
そ
の
他
庁
舎
管
理
者
が
不
測
の
事
態
と
認
め
る
と
き
。

　
（
庁
舎
管
理
責
任
者
）

第
３
条
　
警
察
本
部
に
庁
舎
管
理
責
任
者
を
置
き
、
警
察
本
部
長
を
も
っ
て
充
て
る
。

２
　
庁
舎
管
理
責
任
者
は
、
庁
舎
管
理
に
関
す
る
事
務
を
統
括
す
る
。

　
（
庁
舎
管
理
者
）

第
４
条
　
庁
舎
管
理
を
適
正
に
実
施
す
る
た
め
、
警
察
庁
舎
等
に
庁
舎
管
理
者
を
置
き
、
次
表
左
欄
に
掲
げ

　
る
警
察
庁
舎
等
ご
と
に
同
表
の
右
欄
に
掲
げ
る
者
を
も
っ
て
充
て
る
。

警
察
庁
舎
等

庁
舎
管
理
者

本
部
庁
舎
及
び
警
察
本
部
別
館
庁
舎

警
務
部
会
計
課
長

留
置
管
理
セ
ン
タ
ー
庁
舎

警
務
部
留
置
管
理
課
長

鉄
道
警
察
隊
事
務
室

生
活
安
全
部
地
域
課
長

鑑
識
科
学
セ
ン
タ
ー
庁
舎

刑
事
部
鑑
識
課
長
及
び
刑
事
部
科
学
捜
査
研
究
所
長

運
転
免
許
セ
ン
タ
ー
庁
舎

交
通
部
運
転
免
許
課
長
及
び
交
通
部
交
通
機
動
隊
長

高
速
道
路
交
通
警
察
隊
（
分
駐
隊
を
含
む
。
）

事
務
室

交
通
部
高
速
道
路
交
通
警
察
隊
長

航
空
隊
庁
舎

警
備
部
警
備
運
用
課
長

機
動
隊
庁
舎

警
備
部
機
動
隊
長

警
察
学
校
庁
舎

警
察
学
校
長

警
察
署
庁
舎

警
察
署
長

２
　
庁
舎
管
理
者
は
、
職
員
を
指
揮
し
、
そ
の
所
管
に
係
る
警
察
庁
舎
等
の
庁
舎
管
理
に
関
す
る
事
務
に
従

　
事
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
庁
舎
管
理
者
に
事
故
が
あ
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
当
該
庁
舎
管
理
者
が
指
定
し
た
職
員
が
そ
の
職
務

　
を
行
う
。

　
（
使
用
責
任
者
）

第
５
条
　
事
務
室
等
を
管
理
す
る
た
め
、
各
所
属
に
事
務
室
等
の
使
用
責
任
者
（
以
下
「
使
用
責
任
者
」
と

　
い
う
。
）
を
置
き
、
当
該
事
務
室
等
を
使
用
す
る
所
属
の
長
を
も
っ
て
充
て
る
。

２
　
使
用
責
任
者
は
、
事
務
室
等
の
保
全
及
び
秩
序
の
維
持
そ
の
他
事
務
室
等
の
管
理
事
務
に
従
事
し
な
け

　
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
使
用
責
任
者
に
事
故
が
あ
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
当
該
使
用
責
任
者
が
指
定
し
た
職
員
が
そ
の
職
務

　
を
行
う
。

　
（
閉
庁
日
等
の
庁
舎
管
理
）

第
６
条
　
休
日
及
び
勤
務
時
間
外
で
庁
舎
管
理
者
及
び
使
用
責
任
者
が
不
在
の
と
き
は
、
当
直
勤
務
又
は
当

　
番
勤
務
の
責
任
者
が
、
他
の
勤
務
員
を
指
揮
し
て
庁
舎
管
理
事
務
を
代
行
す
る
も
の
と
す
る
。

　
（
防
火
責
任
者
）

第
７
条
　
警
察
庁
舎
等
の
火
災
及
び
盗
難
等
の
事
故
を
防
止
す
る
た
め
、
各
所
属
に
防
火
責
任
者
を
置
く
。

２
　
防
火
責
任
者
は
、
本
部
の
課
に
あ
っ
て
は
所
属
長
が
指
定
す
る
者
を
、
警
察
学
校
に
あ
っ
て
は
副
校
長

　
を
、
警
察
署
に
あ
っ
て
は
副
署
長
を
、
幹
部
交
番
に
あ
っ
て
は
所
長
を
も
っ
て
こ
れ
に
充
て
る
。
た
だ

　
し
、
警
察
本
部
の
所
属
の
分
室
、
警
察
学
校
及
び
警
察
署
の
各
室
、
交
番
等
（
幹
部
交
番
を
除
く
。
）
並

　
び
に
警
察
本
部
の
所
属
、
警
察
学
校
又
は
警
察
署
の
附
属
施
設
等
に
つ
い
て
は
、
各
所
属
の
長
が
別
に
指

　
定
す
る
者
を
も
っ
て
こ
れ
に
充
て
る
こ
と
が
で
き
る
。

３
　
防
火
責
任
者
は
、
火
気
の
使
用
責
任
者
と
し
て
特
に
そ
の
取
扱
い
に
留
意
し
、
退
庁
の
際
は
火
気
の
処

　
理
状
況
及
び
防
火
施
設
の
良
否
を
確
認
し
、
か
つ
、
施
設
の
状
況
を
点
検
し
た
上
、
出
入
口
用
の
鍵
そ
の

　
他
必
要
な
事
項
を
当
直
員
（
警
察
署
に
あ
っ
て
は
、
当
番
員
）
に
引
き
継
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４
　
防
火
責
任
者
は
、
退
庁
の
際
、
勤
務
し
て
い
る
職
員
が
い
る
と
き
は
、
そ
の
職
員
に
防
火
責
任
者
の
任

　
務
を
引
き
継
ぐ
も
の
と
す
る
。

５
　
所
属
長
は
、
警
察
本
部
の
所
属
（
分
室
を
含
む
。
）
、
警
察
学
校
及
び
警
察
署
の
各
室
及
び
附
属
施
設

　
等
に
は
、
外
部
か
ら
見
や
す
い
箇
所
に
防
火
責
任
者
名
を
掲
示
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
交
番
等
に

　
つ
い
て
は
、
適
当
な
箇
所
に
掲
示
す
る
も
の
と
す
る
。

　
　
　
第
２
章
　
警
察
庁
舎
等
の
秩
序
の
維
持
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（
許
可
事
項
）

第
８
条
　
警
察
庁
舎
等
（
本
部
庁
舎
を
除
く
。
第
10条
第
２
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
お
い
て
、
次
に
掲
げ

　
る
行
為
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
庁
舎
管
理
者
に
申
請
し
、
許
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら

　
な
い
。
た
だ
し
、
職
員
が
職
務
と
し
て
行
う
場
合
又
は
定
例
的
な
も
の
若
し
く
は
軽
易
な
も
の
で
あ
っ
て

　
庁
舎
管
理
者
が
認
め
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
は
な
い
。

　
⑴
　
仮
設
工
作
物
そ
の
他
の
施
設
又
は
物
件
の
設
置

　
⑵
　
物
品
の
販
売
又
は
宣
伝
、
保
険
加
入
等
の
勧
誘
、
寄
附
金
の
募
集
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
行
為

　
⑶
　
印
刷
物
そ
の
他
の
文
書
、
図
画
等
の
配
布
又
は
掲
示

　
⑷
　
旗
、
の
ぼ
り
、
プ
ラ
カ
ー
ド
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
物
の
持
ち
込
み

　
⑸
　
集
会
そ
の
他
の
行
事
の
実
施

　
⑹
　
団
体
で
見
学
等
の
立
入
り

　
⑺
　
ス
ト
ー
ブ
、
電
熱
器
そ
の
他
の
火
気
の
使
用

　
⑻
　
写
真
若
し
く
は
動
画
の
撮
影
又
は
録
音

　
⑼
　
前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
庁
舎
管
理
上
支
障
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
行
為

２
　
庁
舎
管
理
者
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
が
あ
っ
た
と
き
は
、
そ
の
内
容
を
審
査
し
、
適
当
と
認
め

　
る
と
き
は
、
必
要
な
条
件
を
付
し
た
上
で
、
使
用
を
許
可
す
る
も
の
と
す
る
。

　
（
禁
止
事
項
）

第
９
条
　
庁
舎
管
理
者
は
、
次
に
掲
げ
る
者
を
警
察
庁
舎
等
に
立
ち
入
ら
せ
て
は
な
ら
な
い
。

　
⑴
　
集
団
示
威
行
為
の
た
め
の
立
入
り
と
認
め
ら
れ
る
者

　
⑵
　
正
当
な
理
由
な
く
、
銃
器
、
凶
器
、
爆
発
物
、
毒
物
、
劇
物
そ
の
他
危
険
物
を
携
帯
す
る
者

　
⑶
　
事
務
の
妨
害
、
他
の
来
庁
者
へ
の
迷
惑
行
為
そ
の
他
警
察
庁
舎
等
内
の
秩
序
を
乱
す
行
為
を
す
る
お

　
　
そ
れ
が
あ
る
者

２
　
警
察
庁
舎
等
に
お
い
て
は
、
次
に
掲
げ
る
行
為
を
し
て
は
な
ら
な
い
。

　
⑴
　
警
察
庁
舎
等
又
は
警
察
庁
舎
等
内
の
物
件
を
損
傷
し
、
又
は
汚
損
す
る
行
為

　
⑵
　
職
員
へ
の
面
会
の
強
要

　
⑶
　
け
ん
騒
に
わ
た
る
行
為

　
⑷
　
座
込
み
そ
の
他
通
行
の
妨
害
と
な
る
よ
う
な
行
為

　
⑸
　
寄
附
の
強
要
又
は
押
売

　
⑹
　
庁
舎
管
理
者
の
定
め
る
場
所
以
外
の
場
所
で
の
火
気
の
使
用

　
⑺
　
立
入
り
を
禁
止
し
た
区
域
又
は
場
所
へ
の
立
入
り

　
⑻
　
前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
庁
舎
管
理
上
支
障
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
行
為

　
（
退
去
命
令
等
）

第
10条

　
庁
舎
管
理
責
任
者
は
、
本
部
庁
舎
に
お
い
て
、
大
分
県
庁
舎
等
管
理
規
則
第
８
条
若
し
く
は
第
９

　
条
の
規
定
に
違
反
し
た
者
又
は
前
条
第
１
項
各
号
に
掲
げ
る
者
若
し
く
は
同
条
第
２
項
各
号
に
掲
げ
る
行

　
為
を
行
っ
た
者
に
対
し
、
警
告
を
発
し
、
そ
の
行
為
を
中
止
さ
せ
、
又
は
本
部
庁
舎
か
ら
退
去
さ
せ
る
な

　
ど
、
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。

２
　
庁
舎
管
理
者
は
、
警
察
庁
舎
等
に
お
い
て
、
第
８
条
第
１
項
の
許
可
を
受
け
な
い
で
同
項
各
号
に
掲
げ

　
る
行
為
を
行
っ
た
者
、
同
条
第
２
項
の
許
可
に
付
さ
れ
た
条
件
に
違
反
し
た
者
、
前
条
第
１
項
各
号
に
掲

　
げ
る
者
又
は
同
条
第
２
項
各
号
に
掲
げ
る
行
為
を
行
っ
た
者
に
対
し
、
警
告
を
発
し
、
そ
の
行
為
を
中
止

　
さ
せ
、
又
は
警
察
庁
舎
等
か
ら
退
去
さ
せ
る
な
ど
、
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。

　
（
予
防
措
置
）

第
11条

　
職
員
は
、
周
囲
の
事
情
か
ら
判
断
し
て
庁
舎
管
理
の
た
め
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
警

　
察
庁
舎
等
に
立
ち
入
ろ
う
と
す
る
者
又
は
警
察
庁
舎
等
内
に
あ
る
者
に
対
し
、
質
問
そ
の
他
必
要
な
措
置

　
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。

２
　
庁
舎
管
理
者
又
は
使
用
責
任
者
は
、
所
管
す
る
警
察
庁
舎
等
又
は
事
務
室
等
に
つ
い
て
、
危
険
防
止
、

　
秘
密
保
持
又
は
庁
舎
管
理
の
た
め
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
表
示
を
行
い
、
立
入
禁
止
の
措
置

　
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。

３
　
庁
舎
管
理
者
は
、
庁
舎
管
理
の
た
め
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
警
察
庁
舎
等
の
敷
地
内
に
お

　
い
て
、
自
動
車
そ
の
他
の
車
両
の
通
行
を
制
限
し
、
又
は
禁
止
す
る
も
の
と
す
る
。

　
　
　
第
３
章
　
警
察
庁
舎
等
の
維
持
管
理
及
び
防
護
対
策

　
（
警
察
庁
舎
等
の
維
持
管
理
）

第
12条

　
庁
舎
管
理
者
は
、
そ
の
所
管
に
係
る
警
察
庁
舎
等
及
び
備
品
、
装
備
品
等
の
清
潔
、
整
頓
及
び
整

　
備
に
留
意
し
、
そ
の
適
正
な
維
持
管
理
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
職
員
は
、
警
察
庁
舎
等
内
の
廊
下
、
階
段
等
に
み
だ
り
に
物
件
を
放
置
し
て
は
な
ら
な
い
ほ
か
、
常
に

　
整
理
整
頓
に
努
め
、
警
察
庁
舎
等
を
清
潔
な
状
態
に
保
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
（
警
察
庁
舎
等
の
警
戒
）

第
1３条

　
職
員
は
、
警
察
庁
舎
等
に
お
い
て
不
審
な
者
又
は
物
件
を
発
見
し
た
場
合
は
、
必
要
な
措
置
を
講

　
ず
る
と
と
も
に
、
そ
の
旨
を
庁
舎
管
理
者
に
報
告
し
、
指
揮
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
職
員
は
、
異
常
事
態
又
は
そ
の
お
そ
れ
の
あ
る
事
態
を
認
め
た
と
き
は
、
庁
舎
管
理
者
に
即
報
し
な
け

　
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
前
項
の
即
報
を
受
け
た
庁
舎
管
理
者
は
、
速
や
か
に
庁
舎
管
理
責
任
者
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

　
い
。

　
（
警
察
庁
舎
等
の
防
護
計
画
）

第
1４条

　
所
属
長
は
、
異
常
事
態
等
に
お
け
る
警
察
庁
舎
等
の
防
護
に
関
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を

（
警
察
本
部
訓
令
）
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内
容
と
す
る
防
護
計
画
を
立
て
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
⑴
　
警
察
庁
舎
等
の
防
災
及
び
防
護
の
方
法
に
関
す
る
こ
と
。

　
⑵
　
職
員
の
招
集
に
関
す
る
こ
と
。

　
⑶
　
重
要
書
類
、
拳
銃
そ
の
他
重
要
物
件
の
搬
出
方
法
に
関
す
る
こ
と
。

　
⑷
　
警
務
部
留
置
管
理
課
及
び
警
察
署
に
あ
っ
て
は
、
被
留
置
者
の
避
難
方
法
に
関
す
る
こ
と
。

　
⑸
　
そ
の
他
必
要
と
認
め
る
事
項

　
（
異
常
事
態
発
生
時
の
応
急
措
置
）

第
15条
　
庁
舎
管
理
者
は
、
異
常
事
態
に
際
し
て
特
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
こ
の
訓
令
の
規
定

　
に
か
か
わ
ら
ず
応
急
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　
　
第
４
章
　
雑
則

　
（
委
任
）

第
16条
　
こ
の
訓
令
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
庁
舎
管
理
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
別
に
定
め
る
。

　
　
　
附
　
則

　
（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
訓
令
は
、
令
和
８
年
１
月
１
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
（
大
分
県
警
察
に
お
け
る
処
務
に
関
す
る
訓
令
の
一
部
改
正
）

２
　
大
分
県
警
察
に
お
け
る
処
務
に
関
す
る
訓
令
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　
目
次
中

「
第
５
章
　
管
理

　
　
第
１
節
　
会
議
（
第
37条
－
第
44条
）

　
　
第
２
節
　
削
除

　
　
第
３
節
　
庁
舎
の
管
理
（
第
51条
－
第
53条
）
」

を
「
第
５
章
　
会
議
（
第
37条
－
第
53

　
条
）
」
に
改
め
る
。

　
　
「
第
５
章
　
管
理
」
を
「
第
５
章
　
会
議
」
に
改
め
る
。

　
　
第
５
章
第
１
節
か
ら
第
３
節
ま
で
の
節
名
を
削
る
。

　
　
第
40条
か
ら
第
53条
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　
第
40条
か
ら
第
53条
ま
で
　
削
除

（
警
察
本
部
訓
令
）


